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（概要）

知能犯捜査を取り巻く環境が大きく変容していることから、捜査上の留意事項を示し、

政治・行政をめぐる不正の追及を一層強化することを指示したものである。

主な内容は、

○ 基本姿勢

○ 端緒情報収集

○ 人材の育成

等である。


